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人事行政施策に関する工程表

「令和５年公務員人事管理に関する報告」等反映版
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公務組織を支える

多様で有為な人材の確保の

ための一体的な取組

職員個々の成長を通じた

組織パフォーマンスの

向上施策

多様なワークスタイル・ライフ

スタイル実現とWell-being

の土台となる環境整備

さらに、新時代にふさわしい公務員人事管理を実現すべく、有識者会議を設置し

聖域なく課題横断的に議論 （令和６年秋を目途に最終提言）
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職員一人一人が躍動でき、Well-beingが実現される環境整備が必要

社会経済情勢や国際情勢が激変する中、
国民の利益を守り、世界最高水準の行政サービスを提供し、活力ある社会を築く

行政の経営管理力を高め、公務組織の各層に有為な人材を誘致・育成することが不可欠

令和５年公務員人事管理に関する報告 基本的な考え方



施策の内容 現行制度や運用実態 施策の具体的な方向性

Ⅰ
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公務組織を支える多様で有為な人材の確保のための一体的な取組

【１ 民間と公務の知の融合の推進（１／２）】

(1) 実務の中核を担う人材の
積極的な誘致

民間人材等を、主に一般職試験で採用された
職員が従事する政策・事業の実施等を担う係
長級の職員として採用するための府省合同の
試験の新設など、「経験者採用試験」の間口
を拡大する
【令和６年度中に方針決定】

(2) 官民人事交流の促進の
ための発信強化

民間人材等を係長級以上の官職へ
採用する「経験者採用試験」につい
て、令和５年度は９種類の試験を実施

- 政策の企画・立案等を担う係長級以
上の職員を採用するための府省合同
の「経験者採用試験（係長級（事
務）」

- このほか、個別府省のニーズを踏まえ
た８種類の府省単独試験

官民人事交流法に基づく民間から
国への交流採用の実績は近年増加
している一方、国から民間への交流
派遣については低水準の状況

官民の人事交流経験者及び人事担当者等か
らの意見聴取・アンケート調査を実施し、官民
人事交流を通じて得られる具体的な効果・魅
力等の官民双方に向けた発信を強化していく
【令和５年度中に実施】

※ 令和５年勧告時報告において、「現下の公務組織における職員の年齢階層別の在職状況の偏
りや行政課題の複雑・高度化に対応するため、民間企業等における多様な経験や高度な専門性
を有する人材をより一層公務に誘致し、確保することが不可欠である」と表明。具体的には、以下
（１）～（３）の施策を推進する



施策の内容 現行制度や運用実態 施策の具体的な方向性
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【１ 民間と公務の知の融合の推進（２／２）】

(3) 公務組織への円滑な適
応支援（オンボーディング）
の充実

採用された民間人材等が各府省の職場・業務
に早期に適応し、能力を存分に発揮できるよう、
オンボーディングのための研修を拡充して実施
する
あわせて、各府省において円滑な人材受入れが
可能となる環境が整えられるよう、好事例の共
有を始めとする必要な取組を実施していく
【令和５年度中に実施】

民間企業等から採用された実務経
験者を対象に、実務経験採用者研修
を実施
令和４年度は、国家公務員制度の知
識等についてはｅラーニングによる自
習形式とするとともに、対面形式で行
う部分は、より実務経験者同士の交
流に重点を置いたカリキュラムとし、
開催回数も年１回から２回に増加

公務組織を支える多様で有為な人材の確保のための一体的な取組Ⅰ



施策の内容 現行制度や運用実態 施策の具体的な方向性
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【２ 採用試験の実施方法の見直し】

(1) 採用試験改革の実施

(2) オンライン方式を活用し
た試験実施方法の検討

制度改正を行った施策の効果検証を実施し、今
後の施策の検討にいかしていくとともに、一般
職大卒程度試験における専門試験を課さない
新区分の創設等について具体の方針を決定す
る
【令和５年度中に方針決定】

受験しやすい試験実施方法実現の観点から、オ
ンライン方式を活用した採用試験について、実
施に向けた課題等を整理しつつ検討を進める
【令和６年度中に検討完了】

令和４年の勧告時報告で表明した採
用試験改革について、これまで以下
の項目の方針を決定し、必要な制度
改正等を実施
- 総合職春試験の実施時期の前倒し

- 教養区分の受験可能年齢引下げ

- 幅広い専門分野の人材が受験しやすい
総合職試験の実現

- 合格有効期間の延長

- 受験しやすい基礎能力試験の実現

等

現在の採用試験は全て対面で実施

公務組織を支える多様で有為な人材の確保のための一体的な取組
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【３ 今後の公務に求められる人材の戦略的確保に向けた取組（１／２）】

(1) 人材確保を支える処遇
の実現

潜在的志望者層の公務員給与の従来イメージ
を変えるため、採用時給与水準の改善や、役
割・活躍に応じた給与上昇の拡大に取り組む。
具体的には、以下の内容について必要な措置を
講ずるため検討を進める
【令和６年に措置】

(措置の骨格)
- 新卒初任給の引上げ

- 係長級～本府省課長補佐級の俸給の最低
水準を引上げ

- 最優秀者のボーナスの上限引上げ

- 特定任期付職員のボーナス拡充

- 採用時からの新幹線通勤・単身赴任に対す
る手当支給

- 特に地方において民間の初任給水準
を大きく下回る傾向、総合職（大卒）と
一般職（大卒）の初任給額の差が縮小

- 若手・中堅優秀者について、20歳台後
半から30歳台にかけて給与の伸びが
鈍る傾向、民間人材等の採用時の給与
水準にも影響

- 特定任期付職員の俸給は事務次官並
み水準まで支給が可能だが、ボーナス
は期末手当のみ。特に顕著な業績を挙
げた場合は業績手当支給可能。更に競
争力のある年収水準が必要との指摘

- 新幹線通勤・単身赴任に対する手当
は、「異動」による場合が対象で「採
用」による場合は原則不支給

※ 令和４年給与報告において、「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」とし、令和６年にそ
の時点で必要な施策を講ずることを表明



施策の内容 現行制度や運用実態 施策の具体的な方向性

公務組織を支える多様で有為な人材の確保のための一体的な取組

8

【３ 今後の公務に求められる人材の戦略的確保に向けた取組（２／２）】

(2) 非常勤職員制度の運用
の在り方の検討

各府省が引き続き行政サービスの提供を支え
る有為な人材を安定的に確保することができ
るような環境を整備するため、各府省の実態
等を把握しつつ、非常勤職員の任用制度の適
切な運用の在り方等について検討していく
【令和５年度中に方針決定】

一部府省からは、近年、人材獲得競
争がし烈になる中、非常勤職員の人
材確保も厳しさを増しているとの意
見もある

Ⅰ
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【１ 職員の自律的なキャリア形成・主体的な学びの促進（１／２）】

(1) 若手職員を対象とする
キャリア支援研修の拡充、マ
ネジメント層のキャリア支援
力向上支援

20歳台・30歳台の職員を対象とするキャリア支
援研修を拡充して実施する。
あわせて、若手職員のキャリア意識に向き合うマ
ネジメント層職員のキャリア支援力向上のため
の取組の充実を図る
【令和５年度中に実施】

(2) 職員が学びに利用でき
る研修教材等の整理・一覧
化

職員の主体的かつ継続的な学びを促進するた
め、内閣人事局等と協力し、職員が学びに利用
できる研修教材や関連制度等を整理・一覧化
する
【令和５年度中に実施】

(3) 「学びと仕事の好循環」の
形成に向けた支援

職員の主体的な学びが仕事にいかされ、キャリ
アパスにつながることを実感し、更なる成長意
欲となる「学びと仕事の好循環」の形成に向け
て、各府省と意見交換しながら分析・検討し、
可能な支援を行う
【令和５年度中に分析・検討をし、令和６年度
以降に施策を逐次実施】

人事院として、役職段階別の研修や
テーマ別研修、派遣研修等を実施し、
各種内容の充実・強化に取り組んで
いる
若手職員のキャリア形成支援では、
令和４年度に20歳台の職員を対象
とする「キャリア支援研修20」を試行
実施

人事院のほか、内閣人事局や各府省
が主体となって実施する研修や、作
成・保有するｅラーニング教材等が存
在

今後、内閣人事局等と連携の上、把
握

職員個々の成長を通じた組織パフォーマンスの向上施策Ⅱ
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【１ 職員の自律的なキャリア形成・主体的な学びの促進（２／２）】

(4) 兼業の在り方の検討 民間の知見の習得など、職員としての成長や
組織のパフォーマンス向上等につながるような
兼業の在り方について、職員の健康への配慮
のほか、職務専念義務、職務の公正な執行、
国民の公務への信頼の確保の必要性を踏ま
えつつ、各府省等の意見を聞きながら検討す
る
【今年度以降継続的に検討（運用事例の提示
等は速やかに実施）】

自ら営利企業を営む兼業について
は、農業、不動産賃貸、家業を継承
した事業等について、利害関係の有
無、職務の遂行への影響、公務の公
正性及び信頼性の確保等の一定の
要件を満たす場合に限り可能

営利企業の一般の従業員や非営利
法人の役員・従業員等との兼業に
ついては、内閣人事局の所掌であり、
一定の要件を満たす場合に限り可
能

職員個々の成長を通じた組織パフォーマンスの向上施策Ⅱ
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【２ 個々の力を組織の力へつなげる取組（１／２）】

(1) 組織パフォーマンス向上
に資する人事管理の推進

各府省において、人事評価により的確に把握し
た職員の能力・実績に基づく人材の登用・メリ
ハリある給与処遇が行われるよう、制度内容の
周知徹底とともに運用を支援する
【随時実施】

デジタルを活用した職員情報の効率的な把握・
管理を通じた、計画的な育成・機動的な人事配
置等の実現に向けて、内閣人事局、デジタル庁
や各府省と緊密に連携し論点整理を進める
【今年度以降継続的に検討】

令和４年10月から、人事評価の評語
が５段階から６段階に細分化された
ことを踏まえ、人事評価結果をより適
切に任用・給与等に反映するための
制度改正を実施

「デジタル社会の実現に向けた重点
計画」（令和５年６月閣議決定）に
おいて、国家公務員の人事管理の
デジタル化として、内閣人事局はデ
ジタル庁や人事院、関係機関と連携
し、各府省の人事管理の効率化・高
度化に資するシステムの整備の在り
方を整理しながら実装を推進・促進
することとされている

職員個々の成長を通じた組織パフォーマンスの向上施策Ⅱ
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【２ 個々の力を組織の力へつなげる取組（２／２）】

(2) 職員の役割・貢献に応じ
た処遇等の実現

役割や能力・実績等をより給与に反映し貢献に
ふさわしい処遇とする一方、全国各地での行政
サービス維持のため人事配置を円滑化する。具
体的には、以下の内容について必要な措置を講
ずるため検討を進める
【令和６年に措置】

(措置の骨格)
- 係長級～本府省課長補佐級の俸給の最低水
準を引上げ（再掲）

- 本府省課室長級の俸給体系をより職責重視
に見直し

- 管理職員の超過勤務に対する手当支給拡大

- 最優秀者のボーナスの上限引上げ（再掲）

- 地域手当の大くくり化

- 新幹線通勤に係る手当額の見直し

- 定年前再任用短時間勤務職員等に支給する
手当の拡大

職員個々の成長を通じた組織パフォーマンスの向上施策Ⅱ

※ 令和４年給与報告において、「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」とし、令和６年にそ
の時点で必要な施策を講ずることを表明

- 若手・中堅優秀者について、20歳台後
半から30歳台にかけて給与の伸びが鈍
る傾向

- 管理職員の俸給体系は、職責重視でメリ
ハリを付けているが、漸進的な給与上昇
を前提とする点で非管理職層に類似

- 管理職員の超過勤務に対する手当の支
給対象時間帯は０時～５時。職員によって
は、深夜に及ぶ超過勤務を相当程度行う
実態

- 地域手当の級地区分は市町村単位で設
定され、細かく水準差が生じていることに
対して不均衡であるとの指摘

- 新幹線通勤に対する手当については特
急料金の1/2を支給し、上限は月２万円。
近年、「異動」に伴う新幹線通勤ニーズ
が上昇

- 定年前再任用短時間勤務職員等に支
給する手当は職務関連手当に限定。近年、
再任用職員も転居を伴う異動を余儀なく
されるなどの変化
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【１ 多様なワークスタイル・ライフスタイルを可能とする取組（１／５）】

(1) 柔軟な働き方を実装す
るための制度改革の推進
等

ⅰ）フレックスタイム制の見
直し

※ 令和４年度から５年度にかけて、学識経験者により構成する「テレワーク等の柔軟な働き方に対
応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」を開催。令和５年３月、フレックスタイム制の更
なる柔軟化や勤務間インターバルの確保、テレワーク実施に係るガイドライン導入等を内容とする
最終報告がとりまとめられた

以下の施策の実現に向けて、法律改正への協
力と、関連制度の改正を行う
【令和７年４月施行】

- 勤務時間の総量を維持した上で、週１日を
限度に勤務時間を割り振らない日を設定す
ることができる措置の対象を、育児介護等職
員以外の一般の職員にも拡大する

- 臨時・緊急の業務の状況の変化等により、職
員から申告があった場合には、勤務開始後で
あっても、将来に向かっての勤務時間の割振
りの変更を可能とする

- 非常勤職員である期間業務職員についても、
業務の性質等に応じ、常勤職員のフレックス
タイム制と同様の勤務時間を定めることを可
能とする

研究会の中間報告を踏まえ、人事院
規則等を改正し、コアタイムや１日の
最短勤務時間数の短縮等のフレック
スタイム制の柔軟化及び休憩時間の
設定等の柔軟化の措置を実施（令和
５年４月）。ただし、一般の職員につい
ては土日以外は勤務時間をゼロにす
ることはできない

また、勤務時間の割振りの変更は、勤
務開始前までに行うことが必要

非常勤職員については、１日の勤務
時間の上限が７時間45分とされてい
る

多様なワークスタイル・ライフスタイル実現とWell-beingの土台となる環境整備Ⅲ
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【１ 多様なワークスタイル・ライフスタイルを可能とする取組（２／５）】

職員の勤務間のインターバル確保に係る各省各
庁の長の責務（努力義務）を法令上明確にする
【令和６年４月施行】

ⅱ）勤務間のインターバルの
確保

業務都合により夏季休暇を使用期間（７月～９
月）内に使用することが困難な職員について、前
後各１月の期間拡大して休暇使用を可能とする
【令和６年１月施行】

交替制等勤務職員について年次休暇を15分
単位で使用することを可能とする
【令和６年１月施行】

ⅲ）夏季休暇の使用可能期
間及び年次休暇の使用単
位の見直し

確保状況の実態や課題を把握するための調査
等を実施し、当該課題の解消に向けた取組を試
行するなどして、各職場で勤務間のインターバ
ル確保が図られるよう検討を行う
【今年度以降継続的に検討（令和６年度に調査
を実施予定）】

現行法令上は勤務間のインターバルの
確保に関する法令の規定はない。なお、
「過労死等の防止のための対策に関す
る大綱」（令和３年７月閣議決定）におい
ては、勤務間インターバル制度の導入に
関する数値目標が設定され、公務員につ
いても、目標の趣旨を踏まえ、必要な取
組を推進することとされており、「令和５
年度における人事管理運営方針」におい
ても関連記載がなされている

夏季休暇は、７月～９月までの期間内
に使用することが可能。一部職員は
当該時期が繁忙期の状況

年次休暇は、日単位及び時間単位
で使用が可能。交替制等勤務職員
については、日単位及び時間単位の
みの使用では、他の職員よりも不利
になる状況が生じている

(1) 柔軟な働き方を実装するた
めの制度改革の推進等

※ 前頁からの続き

多様なワークスタイル・ライフスタイル実現とWell-beingの土台となる環境整備
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【１ 多様なワークスタイル・ライフスタイルを可能とする取組（３／５）】

各府省におけるテレワークの円滑な実施の支援
のため、内閣人事局と連携し、テレワークの実施
に関するガイドライン等を策定する
【令和５年中に策定】

ⅳ）テレワークガイドラインの
策定等

ⅴ）勤務時間管理のシステ
ム化の検討等

府省共通の勤務時間管理システムの導入に
向けて、内閣人事局における検討にデジタル
庁とともに積極的に協力していく
【今年度以降継続的に検討】

そのほか、勤務時間を柔軟化しつつ執務体制を
確保するためには管理職員の適切なマネジメン
トが不可欠であることも踏まえながら、内閣人事
局と連携し、テレワークやフレックスタイム制の運
用上のポイントを整理するなどの取組を進める
【令和５年度中に実施】

職務命令として、手続の詳細は各府
省の内規（訓令等）に従って、職員
の希望を踏まえて上司が個別に判
断して運用されている

現状、勤務時間管理に関する府省
共通システムは存在しない。なお、
「デジタル社会の実現に向けた重点
計画」（令和５年６月閣議決定）に
おいて、勤務時間管理について、既
存の勤務時間管理システムの改修
や調達の一元化、他システムとの連
携を視野に検討を進めることとされ
ている

多様なワークスタイル・ライフスタイル実現とWell-beingの土台となる環境整備
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【１ 多様なワークスタイル・ライフスタイルを可能とする取組（４／５）】

(2) 仕事と生活の両立支援 各府省等からの要望や、令和５年６月に閣議
決定された「こども未来戦略方針」における
「子ども・子育て支援加速化プラン」の具体的
な政策等を踏まえ、両立支援制度の整備・周
知等に取り組む
【令和６年に方針決定】

※「こども未来戦略方針」（令和５年６月閣議
決定）における「子ども・子育て支援加速化
プラン」の具体的政策として、残業免除・子の
看護休暇の対象となるこどもの年齢の引上
げの検討などが示されている

現行の国家公務員制度では、子の看
護休暇の対象となるこどもの年齢が
「小学校就学前」まで、残業免除の
対象となるこどもの年齢が「３歳にな
るまで」と、現行の民間労働法制と同
様の取扱いとされている

多様なワークスタイル・ライフスタイル実現とWell-beingの土台となる環境整備
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【１ 多様なワークスタイル・ライフスタイルを可能とする取組（５／５）】

(3) 職員の選択を後押しす
る給与制度上の措置

働き方のニーズやライフスタイルが多様化する
中で、職員の選択を給与制度上も後押しする。
具体的には、以下の内容について必要な措置を
講ずるため検討を進める
【令和６年に措置】

(措置の骨格)
- 扶養手当の見直し

- 採用時からの新幹線通勤・単身赴任に対する
手当支給（再掲）

- 新幹線通勤に係る手当額の見直し（再掲）

(4) テレワーク関連手当の
新設

テレワーク中心の働き方をする職員の光熱・水道
費等の負担軽減のため、「在宅勤務等手当」を
新設する
【令和６年４月施行を勧告】

多様なワークスタイル・ライフスタイル実現とWell-beingの土台となる環境整備

※ 令和４年給与報告において、「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」とし、令和６年にそ
の時点で必要な施策を講ずることを表明

- 公務において配偶者に係る扶養手
当を受給する職員、民間において配
偶者に対し家族手当を支給する事
業所はいずれも割合が減少傾向

- 新幹線通勤・単身赴任に対する手
当は、「異動」による場合が対象で
「採用」による場合は原則不支給

- 新幹線通勤に対する手当について
は特急料金の1/2を支給し、上限は
月２万円。近年、「異動」に伴う新幹
線通勤ニーズが上昇

テレワークの普及に伴い、職員の経済
的負担が発生
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【２ 職員のWell-beingの土台づくりに資する取組（１／４）】

(1) 超過勤務の縮減 ― 負
のイメージの払拭に向けて

様々な機会を捉えて各府省に対して、組織全体
としての業務の削減・合理化に積極的に取り組
むよう求めていく。また、管理職員のマネジメン
トの強化、部下職員の業務の適正な管理、職員
の勤務時間の適正な把握・管理等の取組を求
めていく
【随時実施】

ⅰ）各府省における業務の
削減・合理化の推進

令和５年度は、令和４年度に調査を実施してい
ない機関を含む本府省の約20機関を調査す
るとともに、勤務時間調査・指導室が地方の官
署を直接訪問する形式の調査を新たに実施
【随時実施】

同室の体制強化を図りながら、調査・指導を更
に充実させていく
【令和６年度以降実施】

ⅱ）客観的把握に基づく勤
務時間管理等についての
指導・助言

総裁が各府省の事務次官等を直接
訪問し超過勤務の縮減に向けた取
組について協力を依頼してきたほか、
担当部局が管理職員のマネジメント
に関する助言等を実施

令和４年４月に新設した勤務時間調
査・指導室において、各府省を直接
訪問して勤務時間の管理等に関する
調査を実施し、客観的な記録を基礎
とした超過勤務時間の適正な管理等
について指導
令和４年度の調査では、超過勤務手
当の追給等がなされた事例があった
ほか、他律部署・特例業務の範囲が
必要最小限のものとなるよう指導す
るなどした

多様なワークスタイル・ライフスタイル実現とWell-beingの土台となる環境整備
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【２ 職員のWell-beingの土台づくりに資する取組（２／４）】

(1) 超過勤務の縮減 ― 負の
イメージの払拭に向けて

※ 前頁からの続き

各府省に対して国会答弁作成業務の改善に取
り組むよう求めるとともに、行政部内を超えた取
組が必要なものについては、引き続き国会を始
めとする関係各方面の理解と協力を求めていく
【随時実施】

ⅲ）国会対応業務の改善 他律部署において、国会対応業務に
より超過勤務の上限を超えた職員の
割合が最も多い状況（令和３年度）
各府省アンケートを実施し、令和５年
３月に結果を公表するとともに、関係
各方面に協力を依頼
令和５年６月、衆議院議院運営委員
会理事会において、質問通告に関す
る申合せがなされた
国会対応業務の改善に向けて、行政
部内にも課題がある

業務量に応じた柔軟な人員配置や必要な人員
の確保に努めることなどについて、各府省に取
組を求めていく
人事・給与関係業務については、各府省の改善
要望を踏まえ、関係機関とも協力しながら、改
善に向けて必要な取組を行っていく
【随時実施】

ⅳ）業務量に応じた定員・人
員の確保、人事・給与関係
業務の改善

各府省アンケートを実施し、令和５年
４月に結果を公表するとともに、総裁
が国家公務員制度担当大臣に協力
を依頼

多様なワークスタイル・ライフスタイル実現とWell-beingの土台となる環境整備Ⅲ
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【２ 職員のWell-beingの土台づくりに資する取組（３／４）】

(2) 職員の健康増進 ― 公
務版の「健康経営」の推進
等

公務の健康管理体制の状況の分析を行うとと
もに、民間の健康経営の取組状況の調査を進
め、公務職場における健康管理体制の充実や
効果的な健康管理施策の推進に向けて検討
を進める
【令和５年度中に実施する調査を踏まえ、令和
６年度以降施策を逐次検討・実施】

職員のメンタルヘルスに関して、ストレスチェッ
ク制度の更なる活用や職場環境改善の取組
推進、「こころの健康相談室」のオンライン相
談の活用、職場復帰支援策の充実等を通じて、
１次予防（未然防止）、２次予防（早期発見・
対処）、３次予防（職場復帰支援・再発防止）
の取組を進める
【随時実施、３次予防については令和６年度以
降の新たな施策の検討を含め逐次実施】

公務における令和３年度の心の健康
の問題による長期病休者数は、長期
病休者数全体の７割超となっている

人事院本院及び各地方事務局（所）
において「こころの健康相談室」を運
営しており、令和５年７月までに全て
の窓口にオンライン相談を導入

令和５年２月から、各府省における健
康管理体制の充実のための官民調
査（Well-being調査）を実施中
これまでに、健康管理部門と健康管
理医との連携がある官署は約半数に
とどまるなど公務の健康管理体制の
状況が判明

多様なワークスタイル・ライフスタイル実現とWell-beingの土台となる環境整備
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【２ 職員のWell-beingの土台づくりに資する取組（４／４）】

(3) ゼロ・ハラスメントに向け
た取組

本府省及び地方機関の課長級以上の職員等を
対象に実施する研修において、ハラスメント防止
対策における自身の役割の重要性の理解促進
を図っていく
【令和５年度中に実施】

左記のアンケート調査結果の分析を踏まえ、有
識者への意見聴取を行いつつ、相談担当者の
ニーズに応じた研修の充実や相談担当者のサ
ポート体制整備等の取組を進める
【令和５年度中に有識者ヒアリングを実施、令和
６年度にかけて施策を逐次実施】

セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出
産、育児又は介護に関するハラスメ
ント、パワー・ハラスメントについては、
人事院規則において、研修の実施や
苦情相談への対応等を規定

令和４年度に人事院が受け付けた
苦情相談のうち、ハラスメント関係は
全体の事案数の34.8％で最多

令和４年12月から令和５年１月にか
けて各府省のハラスメント相談対応
担当者を対象とするアンケート調査
を実施。回答結果（回答者約9,000
人）から、約８割の担当者は相談を
受けておらず、また、相談を受けた担
当者からは、専門的な参考意見を得
るための外部窓口や研修の充実等
を望んでいる、などの状況がみられ
た

多様なワークスタイル・ライフスタイル実現とWell-beingの土台となる環境整備
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（外国の優秀な人材の知見を活用するために、
審議会等において有識者として意見を求めるな
どの例がある）

※内閣法制局の見解により、公務員
に関する「当然の法理」として、公権
力の行使又は国家意思の形成への
参画に携わる公務員となるために
は、日本国籍を要するとされている

(2)外国の優秀な人材を採用
するために国籍条項の対象
外となる分野について検討

各府省において、幹部ポストや専門スタッフ職
といったキャリアパスを踏まえた高度の専門能
力を持つスペシャリストが到達できるポスト整
備が必要
当該整備が効果的なものとなるよう、給与等
の処遇の在り方に関し相談に応じる等の支援
を行う

・専門分野によっては、スペシャリスト
が就くことを前提とした幹部ポストと
して、医務技監（厚生労働省）、デジ
タル監（デジタル庁（特別職））、原
子力規制技監（原子力規制庁）等
が存在

・ライン職とは別の高度の専門能力を
持つスペシャリストに対し適用される
専門スタッフ職俸給表において、設
置される官職の職務の重要度や困
難度を踏まえ、１級（課長補佐級程
度の処遇）～４級（部長級程度の処
遇）まで措置

※ポストの整備は政府の対応

(1)ライン職とは別に専門性を
重視したスペシャリストとし
て育成し、次官級まで到達
できるキャリアパスを導入

【参考】他府省の所管事項



＜参考資料＞

工程表施策の関連データ

1



25,110 
24,360 

23,047 
24,297 24,507 

23,425 
22,559 

20,208 19,926 

17,411 
18,295 18,386 

23,881 

22,248 
21,047 

21,782 21,883 
20,591 

19,609 

17,295 16,730 

14,310 
15,330 

14,372 

39,644 

35,840 35,508 35,640 35,998 
35,142 

33,582 

29,893 

28,521 
27,317 

28,103 

26,319 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平24 25 26 27 28 29 30 令元 2 3 4 5

総合職（全体）

総合職（春試験）

一般職（大卒程度）

（人）

（人事院「国家公務員採用試験実施状況」（報道発表）より作成）

国家公務員採用試験の状況（１／２）
令和３年度工程表の関連施策：Ⅰー４ 採用試験の見直し
令和４年度工程表の関連施策：Ⅰー１ 採用試験の見直し
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2



総合職試験（大卒程度試験）「教養区分」申込者数の推移

国家公務員採用試験の状況（２／２）
令和３年度工程表の関連施策：Ⅰー４ 採用試験の見直し
令和４年度工程表の関連施策：Ⅰー１ 採用試験の見直し
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任期付職員法に基づく新規採用者数及び

これに占める各府省限りで採用した者の割合の推移

民間との人材交流の状況（１／２）

166

(29%)

243

(29%)

797

(94%)

567

843 846

0

300

600

900

令和２年度 令和３年度 令和４年度

新規採用者数 うち各府省限りで採用した人数

(人)

令和３年度工程表の関連施策：Ⅰー１ ジョブ型の活用、Ⅰー２ 人材の流動性の向上
令和４年度工程表の関連施策：Ⅰー２ 民間との人材交流の円滑化

※ 任期付職員の各府省限りで採用できる範囲の拡大は令和３年11月に施行したため、１年間を通じた施策の効果は令和４年度以降から現れている
（人事院「年次報告書」等より作成）
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官民交流法に基づく新規交流採用者数の推移官民交流法に基づく新規交流派遣者数の推移

35 35 37

0

200

400

令和２年 令和３年 令和４年

248

308

378

0

200

400

令和２年 令和３年 令和４年

(人) (人)

民間との人材交流の状況（２／２）
令和３年度工程表の関連施策：Ⅰー２ 人材の流動性の向上、Ⅰー５ 育成（研修）の充実
令和４年度工程表の関連施策：Ⅰー２ 民間との人材交流の円滑化

（人事院「官民人事交流に関する年次報告」より作成）
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行政官国内研究員派遣者数の推移行政官長期在外研究員派遣者数の推移

人材の育成に関する状況

122

164 161

0

100

200

令和２年度 令和３年度 令和４年度

(人)
(人)

令和３年度工程表の関連施策：Ⅰー５ 育成（研修）の充実

（人事院「年次報告書」等より作成）
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令和２年度 令和３年度 令和４年度

新規派遣者数 うち博士課程コース
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219 213 217
220 

348
358

383 397 

190 181 179 179 

0

200

400

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

全体（本府省＋本府省以外） 本府省 本府省以外

平均年間超過勤務時間数（全府省）の推移

勤務環境の整備（超過勤務の縮減）の状況

(時間)

令和３年度工程表の関連施策：Ⅱー１ 長時間労働の是正
令和４年度工程表の関連施策：Ⅲー１ 長時間労働の是正

（人事院「国家公務員給与等実態調査」より作成）

※ 平均年間超過勤務時間数は、各年１月15日現在の在職者のうち、その前年中の全期間（例えば「令和４年」であれば令和４年１月～12月）において超過勤務手当の対象となった者
１人当たりの同年１年間の超過勤務時間数である。
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長期病休者数及び長期病休者率の推移

勤務環境の整備（職員の健康増進）の状況 令和４年度工程表の関連施策：Ⅲー３ 健康づくりの推進

（人事院「国家公務員長期病休者実態調査」（昭和56年以降５年に一度実施）及び「精神及び行動の障害による長期病休者数調査」
（平成24年度以降、「国家公務員長期病休者実態調査」を実施しない年度に実施）より作成）

※ 長期病休者とは、引き続いて１月以上の期間、疾病のため勤務していない者をいう。

6,105 

5,370 5,326 

6,500

3,849 3,468 3,487 
3,841 3,818 
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4,760
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平成18年度 平成23年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

長期病休者数 うち精神・行動の障害による長期病休者数 長期病休者率 精神・行動の障害による長期病休者率

(人) (％)
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100.0 99.6 

105.2 

28.0 

51.4 

62.8 

0.0

50.0

100.0

令和元年度 令和２年度 令和３年度

女性 男性

男女別の育児休業取得率の推移

勤務環境の整備（仕事と生活の両立）の状況

(％) 82.1
87.0 87.1

0.0

50.0

100.0

令和元年度 令和２年度 令和３年度

配偶者出産休暇と育児参加のための休暇を合わせて
５日以上使用した職員割合の推移

※  本グラフは一般職の国家公務員の育児休業取得状況を示すもの

※ 「育児休業取得率」は、

- 令和３年度は当該年度中に子が生まれた職員（育児休業の対象職員に限る）の数に

対する同年度中に新たに育児休業をした職員数の割合

- 令和２年度以前は、対象年度中に新たに育児休業が可能となった職員数に対する

同年度中に新たに育児休業をした職員数の割合

(％)

令和３年度工程表の関連施策：Ⅱー４ 仕事と家庭の両立支援
令和４年度工程表の関連施策：Ⅲー４ 仕事と生活の両立支援

（人事院「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査」より作成）

※   「配偶者出産休暇」は、妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うために２日の範囲内で

与えられる特別休暇（行政執行法人にあっては、これに準ずる休暇）

「育児参加のための休暇」は、妻の産前産後期間（令和４年10月１日以降は、産前期間か

ら出産日以後１年の期間）中に、その出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまで

の子を養育するために５日の範囲内で与えられる特別休暇（行政執行法人にあっては、こ

れに準ずる休暇
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１．公務職場に関する意識調査

① 法令の理解・遵守

② ハラスメント防止

③ 公共に奉仕する職場風土

④ 適正な業務負荷

⑤ 職場のコミュニケーション

⑥ 仕事への積極的な取組

⑦ 上司マネジメント

⑧ 全体的な意識

⑨ 個を尊重する組織

⑩ 組織マネジメント

⑪ 報酬・処遇

平成28年度調査より肯定的

今
回
調
査
に
お
い
て
否
定
的

平成28年度調査より否定的

今
回
調
査
に
お
い
て
肯
定
的

セクハラの防止度
法令やルールの理解度
府省庁の国民への奉仕度
府省庁の社会貢献度 など

業務の効率化
自身の将来イメージ
業務量に応じた人員配置
退職後の生活の安心感

など

肯定的な

傾向

否定的な

傾向

今回調査と平成２８年度調査の比較 公務職場の魅力

公務職場の課題

令和２年度 人事院年次報告書

年齢別の平均値 行政職俸給表(一)の職務の級別の平均値

１０級９級８級７級６級５級４級３級２級１級60歳
以上

55～
59歳

50～
54歳

45～
49歳

40～
44歳

35～
39歳

30～
34歳

25～
29歳

24歳
以下

3.73

3.97
3.87

3.793.73
3.59

3.47
3.58 3.57

3.473.463.443.42
3.523.50

3.383.37
3.44

3.64

総平均値

3.51

職員の意識や職場の実態を聴取し、職場の魅力・課題を把握し、課題改善に向けた方策を探る
対象：一般職の国家公務員（常勤職員）、有効回答数：６１，５３２



令和２年度 人事院年次報告書

２．公務職場の魅力と活力を高めるために

国民や社会への奉仕国民や社会への奉仕 コンプライアンスコンプライアンス
働き方改革と

ワーク・ライフ・バランス
働き方改革と

ワーク・ライフ・バランス
成長実感や将来イメージ成長実感や将来イメージ

国家公務員の存在意義、モ

チベーション・満足感の源泉

国民等に奉仕しているとの

実感がもてない者も存在

担当業務と国民・社会と

のつながりを自ら意識

部下のモチベーションの

維持・向上のため、業務

の意義や重要性につい

て部下に説明し対話

国民への奉仕、社会へ

の貢献を実感できるよう、

現場での業務・研修の

機会を付与

法令・ルールを理解し、遵守

しているとの認識

ハラスメントに関しては、男

女間、職制段階で意識に差

業務量に比して人員配置が

不十分との認識

ワーク・ライフ・バランスに対

して職場の理解が浸透

自身の将来イメージが描き

にくい、キャリア形成に関す

る助言・支援が不足してい

るという認識の者も存在

意識調査の
結果

職員自身
による行動

幹部職員や
上司の役割

人事担当
部局など
組織の対応

研修内容を他人ごと

と捉えず、職場の状況

に照らして理解・実践

コンプライアンスに関し、

部下が自分のことと捉

えられるような具体的

なメッセージを発信

幹部職員や管理職員を

中心にコンプライアンス

に係る研修等を継続的

に実施

業務の進め方や必要性

を自己点検

計画的に業務を遂行

業務の適正な配分や

廃止を含めた見直し

育児休業等の計画的・

積極的な取得を促進

業務量に応じた定員を

確保

超勤縮減や育児・治療

との両立支援策を推進

業務や研修等を通じて

職員自身が将来イメー

ジをデザインし、行動

キャリアシートの活用

など職業人として向か

うべき方向性を部下が

考えるきっかけを提供

部下のキャリア形成支

援を担う上司をサポート

メンターによるサポート

を受ける職員の拡充

意識調査の結果を踏まえ、それぞれの職場の実情に応じた

課題改善に向けての取組を実践することが重要

対応方策


